
オリパラ・レガシーの可能性

対談 スポーツ庁×日本スポーツコミッション

スポーツを軸に、垣根を越えた地方創生を
東京2020大会が残した、有形・無形の遺産。スポーツ庁ではそれらをオリパラ・レガシーとして活かし、スポー

ツによる地方創生を全国で加速化させようとしている。スポーツによる地方創生とはどのようなものか。

スポーツ庁参事官の原口氏と日本スポーツコミッション代表理事の木田氏が語る。

東京2020大会を起爆剤に

スポーツを活用した地方創生を

原口 スポーツを活用した地方創生と

いうものは新しい話ではなく、従来か

らも言われてきました。実際、各地域

でそうした活動も行われてきました。

しかし、その規模も、地域的な広がり

も充分なものにはなっていないのが実

情です。

こうした中、政府では、東京2020

大会を起爆剤に「オリパラ・レガシーJ

として、スポーツを活用した特色ある

まちづくりの全国的なムーブメントを

創出していくべく、取組を進めていま

す。

木田 私は、スポーツをまちづくり、

地域づくりに活用しようと四半世紀前

から言ってきました。日本におけるス

ポーツは、長い間、青少年の健全育成

などが主目的でした。しかし、 2011

年にスポーツ基本法が成立し、その基

本法に基づき策定されたスポーツ基本

計画において「スポーツは社会を形成

する上で欠かすことのできない存在J、

「スポーツは多様な意義を有するJこ

となどが明確化されました。

2015年10月にはスポーツ庁が設置

され、地域振興担当の参事官職が創設
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されました。これは、我々のような、

スポーツを地域振興に活用しようと活

動してきた人聞からすると、非常に大

きな出来事でした。

原口 スポーツ基本法の成立は、古く

からの「スポーツニ競技振興」という

発想を、「スポーツを多面的に活用す

ることで、地域振興も含め、競技だけ

ではない様々な社会の価値を創り出し

ていくJといった発想にまで広げてく

れたと感じています。

また、スポーツ庁の設置、とりわけ

地域振興担当の参事官職が創設された

ことで、これまで競技スポーツや健康

スポーツといった旧来の分野の中で副

次的に行われてきたスポーツによる地

方創生が、独立した法定業務として明

確に意識されるようになったと言えま

す。

木田 スポーツコミッションやスポー

ツを{吏ったまちづくりというのも、あ

る意昧、行政改革の一部と言えるのは

ないで、しょうか。観光や高齢者福祉、

障がい者福祉、子どもなど、これまで

バラバラにやってきたものを、スポー

ツをキーワードにlつにしてみんなで

一緒に取り組んでいくということです

から。

スポーツの社会的効果にも注目

原口 スポーツによる地方創生では、

観光とスポーツを掛け合わせたスポー

ツツーリズムの取組が2011年頃から

スタートし、観光立国の推進に伴い発

展してきました。確かに、経済効果と

いう面で、スポーツツーリズムは分か

りやすい地域振興だとは思います。し

かし、地域振興の手段はツーリズムだ

けではありません。東京2020大会も

終わりました。来年度からは新しく、

スポーツ基本計画の第三期がスタート

します。スポーツ庁ではこのタイミン

グで、スポーツツーリズムに留まらな

い広い意味での地域振興に取組を広げ

ていきたいと考えています。

木田 今回のオリンピック・パラリン

ピックをきっかけに、スポーツツーリ

ズムやスポーツイベント以外の、ス

ポーツを活用した地域づくり、地方創

生の方向性をもっと検討していくこと

ができればいいですね。

例えば、新潟県十日町市は、 2002

年のFIFA日韓ワールドカップでクロ

アチア代表チームの事前キャンプを受

け入れて以来、独自に交流を中心とし

た活動を続けて、今回のオリンピッ

ク・パラリンピックでもホストタウン




